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令和９年度税制改正に関する要望事項 
令和８年 6 月 日本薬剤師会 

 

１．国民の健康を守る薬局の経営基盤の強化のための支援  

本要望は、中小企業の設備投資・賃上げ・人材確保、医療・介護支援、地方の生活環境整備に

資するものである。薬局経営の安定化は、地域医療体制維持の前提条件である。 

 

① 【重点】在庫医薬品の資産価値減少への税制対応（法人税・所得税） 
 

薬価改定による保険薬局の備蓄医薬品の資産価値の毀損に対して、税制措置を講ずること。 
 

【理由、背景】 

毎年の薬価改定や再算定により、保険薬局が保有する在庫の資産価値は大きく毀損している。と

りわけ高額医薬品では影響が大きく、資金繰りに直結すると同時に一部の医薬品については薬価

（薬局の収入）より購入価格のほうが高くなってしまう「逆ザヤ」現象も生じており、実際に倒産に至っ

た事例も発生していることから、在庫評価の適正化は、地域薬局の経営基盤を守るうえで不可欠で

ある。 

 

【講ずべき措置】 

1）薬価改定により帳簿価額を下回ることとなった在庫医薬品について、評価損の計上を認めるこ

と。 

2）市場拡大再算定、用法用量変化再算定、特例拡大再算定等により大幅な薬価引下げを受

けた医薬品について、簡易な在庫評価減の特例を設けること。 

3）一定割合以上の薬価引下げが行われた場合には、届出により一括して評価減処理ができる

制度を設けること。 

4）高額医薬品・スペシャリティ医薬品については、通常在庫とは別枠の在庫調整制度を検討する

こと。 

 

◆現在認められている特例 

・ 補修用部品在庫調整勘定 

・ 単行本在庫調整勘定 

 

※参考資料①をご参照ください 

  



 

2 

 

② 【重点】社会保険診療報酬等に係る消費税問題の抜本的解決（消費税） 
 

社会保険診療報酬等に係る控除対象外消費税の問題について抜本的解決を図ること。また、 

それまでの間、実負担に応じた簡易な補填・還付制度を創設すること。 
 

【理由、背景】 

控除対象外消費税は、現場の資金繰りを悪化させる実質的なコストである。特に高額医薬品の

増加と物価高騰の下では、その負担は一層深刻である。抜本的見直しとあわせて、現実的な当面措

置が必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）社会保険診療等に係る控除対象外消費税の問題について、抜本的解決に向けた制度的検

討を進めること。 

2）それまでの措置として、診療報酬等に織り込まれた補填額を上回る控除対象外消費税が生じ

ている場合には、簡易還付方式又は定率リベート方式による補填制度を創設すること。 

※参考資料②をご参照ください 

3）高額医薬品を一定割合以上取り扱う薬局・医療機関については、高額医薬品特例を設ける

こと。 

4）物価高騰局面では、診療報酬改定を待たず、時限的な臨時補填措置を講ずること。 

 

 

③ 【重点】薬局間の医療用医薬品分譲に対する消費税の特例措置（消費税） 
 

地域の医薬品提供体制を維持するためには、薬局間における医療用医薬品の分譲取引が欠か

せないことから、その際の消費税負担を軽減する特例措置を創設すること。 
 

【理由、背景】 

地域住民への安定的な医薬品供給を維持するためには、医薬品卸からの購入に加えて、地域内

の薬局が相互に在庫を融通し合う体制が欠かせない。この分譲取引は営利的取引というより、地域

の医薬品提供体制を支える補完的機能として行われている。一方、薬局間分譲では消費税負担が

逆ザヤを生じさせやすく、特に高額医薬品では負担が大きい。控除対象外消費税問題の抜本的解

決に向けての検討に際しては、この薬局間分譲取引についても併せて検討されるとともに、それまでの

間はその実態に応じた税制上の特例措置を講ずることが必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）薬局間で行う医療用医薬品の分譲について、消費税の非課税又は軽減措置を設けること。 

2）非課税措置等が困難な場合には、分譲に伴う消費税相当額について、簡易な還付又は損金

算入の特例を設けること。 

3）分譲に伴う事務負担を軽減するため、簡易な証憑様式及び記録方法を整備すること。 
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④医薬品供給不安・限定出荷対応に伴う薬局負担への税制上の支援（所得税・法人税） 
 

医薬品供給不安や限定出荷が生じている状況において、薬局が行う代替薬選定、在庫融通、処

方医への照会、患者への説明その他これらに付随する対応に伴い、通常の事業運営を超えて生じ

る追加的負担について、税制上の支援措置を講ずること。 
 

【理由、背景】 

近年、医療用医薬品の供給不安や限定出荷が相次いでおり、薬局は患者に必要な医薬品を継

続的に提供するために、平時には想定されない多くの対応を余儀なくされている。具体的には、代替

薬の選定、在庫の再確認、他薬局との在庫融通、卸売業者との調整、処方医への疑義照会や変

更提案、患者への説明及び服薬継続支援などであり、薬局及び薬剤師に大きな追加負担が生じて

いる。 

これらは地域における医薬品提供体制を維持し、患者の安全を確保するための公益性の高い業

務であるが、通常の経費処理のみでは実態が十分に反映されにくい。このため、通常の事業活動を超

えて生じる追加的負担については、税務上の取扱いを明確化するとともに、必要に応じて特例的な支

援措置を講ずることが必要である 

 

【講ずべき措置】 

1）医薬品供給不安や限定出荷への対応に伴い、通常の事業活動を超えて追加的に生じる人

件費、通信費、運搬費、調整事務費等について、必要経費又は損金として明確に算入できる

取扱いを示すこと。 

2）代替薬確保のための小口購入、緊急購入、在庫融通等に伴い通常を上回って生じる費用に

ついて、特例的な損金算入又は税務上の明確な取扱いを設けること。 

3）供給不安時における地域内の在庫調整、医療機関との情報連携、患者対応等に必要なシ

ステム整備費用について、特別償却又は税額控除を認めること。 

 

 

⑤ 保険調剤報酬に係る個人事業税非課税措置の存続（個人事業税） 
 

保険調剤報酬に係る個人事業税の非課税措置を確実に存続すること。 
 

【理由、背景】 

保険調剤は公定価格に基づく公益性の高い医療サービスである。現行措置は、地域医療の維持

に資する重要な制度であり、確実な存続が必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）現行の個人事業税非課税措置を恒久的に維持すること。 

2）在宅医療、地域支援体制、災害・感染症対応等を含む保険調剤の公益性を踏まえ、対象

範囲を後退させないことを明確化すること。  
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⑥ 保険調剤報酬に係る源泉徴収制度の見直し（所得税） 
 

個人経営の保険薬局に係る源泉徴収制度について、撤廃に向けた見直しを進めるとともに、それ

までの間の資金繰り支援措置を講ずること。 
 

【理由、背景】 

人員確保や店舗整備などの経営資金を確保しながらタイムリーに対応していくことが重要であるが、

当該年度の確定申告を行うことで既に源泉徴収された税額は控除されるが、税金を事前に支払うこ

とによりキャッシュフローが減少し、医薬品卸等への支払いや、生活資金が枯渇する事態も起きており、

資金繰りの安定化の観点から、制度の見直しが必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）個人経営の保険薬局に係る源泉徴収制度について、撤廃に向けた検討を行うこと。 

2）それまでの間、源泉徴収率の引下げ、基礎控除額の引上げ、一定期間の納付猶予等の資金

繰り支援措置を講ずること。 

3）社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会の取扱いの差異について、均衡あ

る制度見直しを行うこと（国保連合会から支払いを受ける診療報酬については源泉徴収され

ない）。 

 

 

⑦ 薬局等で販売する医薬品の軽減税率化（消費税） 
 

薬局等で販売する医薬品について、軽減税率の導入に向けた検討を進めること。 
 

【理由、背景】 

OTC 医薬品はセルフメディケーションの基盤であり、国民の健康維持に不可欠である。税率のあり

方について、国民に分かりやすい制度設計が必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）OTC 医薬品について、軽減税率導入の検討を進めること。 

2）少なくとも、国民生活上の必要性が高い医薬品について、先行的に対象化を検討すること。 

3）食品と医薬品の税率差による混乱を是正するため、分かりやすい税制上の整理を行うこと。 
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⑧ 少額減価償却資産特例の継続・拡充（法人税・所得税） 
 

少額減価償却資産特例を継続するとともに、物価高騰を踏まえて対象資産額及び年間取得価

額上限を引き上げること。 
 

【理由、背景】 

薬局 DX に必要な設備は多岐にわたり、少額資産であっても導入負担は大きい。令和 8 年度税

制改正において、取得価額上限は 40 万円に引き上げされたが、年間取得価額上限については据え

置かれた。物価高騰昨年よりも高まっている状況下において、さらに制度の見直しが必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）少額減価償却資産特例を継続すること。 

2）取得価額上限(現行 40 万円)及び年間取得価額上限(現行 300 万円)の引上げを行うこ

と。 

3）薬局 DX に必要な端末、通信機器、セキュリティ設備等が対象となることを明確化すること。 
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２．地域医療を支える 

医薬品・薬剤師サービスの提供体制の強化のための支援  

本要望は、危機管理投資、医療・介護支援、地方の生活環境整備に直接資するものである。 

健康医療安全保障、国土強靱化、地方で安心して暮らせる生活環境の整備が重要であり、 

薬局・薬剤師が担う医薬品提供体制の維持はその具体的実行基盤に当たる。 

 

① 【重点】離島・へき地（薬剤師少数区域等）における地域医薬品提供体制の確保に係る  

税制措置の整備（登録免許税・不動産取得税・固定資産税・法人税・所得税） 
 

離島・へき地（薬剤師少数区域等）において、地域の医薬品提供体制を確保するため、薬局の

承継・開設、施設整備及び薬剤師その他必要職員の雇用・定着に係る税制措置を講ずること。 
 

【理由、背景】 

薬剤師確保計画では、薬剤師少数区域における薬剤師確保が課題とされている。特に離島・へき

地では、薬局の承継・開設、施設維持、人材確保が一体として進まなければ、地域の医薬品提供体

制を維持することは困難である。初期投資や固定的負担に加え、人材確保・定着の負担も大きいこ

とから、診療所偏在対策の考え方も踏まえつつ、地域医薬品提供体制の維持に必要な総合的税制

措置を講ずることが必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）薬局の継承又は開設を行う場合、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の軽減措

置を設けること。 

2）施設整備、改修、通信環境整備等について、特別償却又は税額控除を認めること。 

3）薬剤師その他必要職員を雇用し、又は継続雇用する薬局について、賃上げ促進税制等の加

重要件又は税額控除率の上乗せ措置を設けること。 

 

※参考資料③をご参照ください 
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② 地域の夜間・休日医薬品提供体制に関する税制支援（法人税・所得税・固定資産税） 

 

地域行政又は地域輪番体制に基づき夜間・休日対応を担う薬局及び薬剤師に対し、その追加

的負担を軽減するため、法人税又は所得税に係る税額控除若しくは特別償却、並びに固定資産

税の軽減措置を講ずること。 
 

【理由、背景】 

夜間・休日における医薬品提供体制は、地域の安心・安全を支える重要な基盤である。一方、当 

該対応には通常営業を上回る追加負担が生じるため、十分な採算を確保しにくい状況がある。薬

局・薬剤師が公益性の高い夜間・休日対応を継続的に担えるようにするためには、通常営業を超えて

生じる追加負担に着目し、法人税又は所得税に係る負担軽減措置と、必要な設備に係る固定資

産税の軽減措置を組み合わせた税制支援が必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）夜間・休日対応を行う薬局について、追加的人件費、光熱費、警備費、通信費等に対し、法

人税又は所得税に係る税額控除又は特別償却を設けること。 

2）救急医療機関、休日急患センター、輪番薬局等で業務を行う薬剤師個人について、所得税

の軽減措置又は必要経費特例を設けること。 

3）夜間・休日対応を担う薬局が取得する防犯設備、通信機器等について、固定資産税の軽減

措置を認めること。  
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③ 災害・感染症対応に係る地域医薬品提供体制の構築・維持に対する税制支援 

（法人税・所得税・固定資産税・不動産取得税） 
 

災害発生時及び新興感染症まん延時における医薬品提供体制を構築・維持するために必要な、

薬局の設備、医薬品等の備蓄及び協力体制整備に係る税制優遇措置を講ずること。 
 

【理由、背景】 

災害時や新興感染症まん延時には、医療機関や薬局の機能低下、物流停滞、通信障害等によ          

り、平時の医薬品提供体制が大きく損なわれることがある。このため、平時から必要な設備、備蓄、連 

 携体 制を整えておくことが不可欠である。しかし、これらは平時には直ちに収益を生むものではなく、継 

続的な負担を伴う。地域における危機対応能力を高め、医薬品提供体制を持続可能なものとするた 

め、税制面からの後押しが必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）医療計画又は行政との協定に基づき取得する災害対応設備、感染症対応設備、非常用電  

 源、通信設備等について、特別償却又は税額控除の対象とすること。 

2）行政要請に基づき備蓄する医薬品、衛生材料、感染対策資材等について、評価損又は損金 

算入の特例を設けること。 

3）災害・感染症対応協力薬局として指定又は登録された薬局について、固定資産税・不動産 

取得税の軽減措置を設けること。 
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④ 災害対応医薬品供給車両（モバイルファーマシー）の保有・維持管理及び更新に係る

税制措置の整備（自動車重量税・自動車税・法人税・所得税） 
 

災害対応医薬品供給車両（いわゆるモバイルファーマシー）について、災害時における地域の医

薬品提供体制を確保する観点から、その保有、維持管理及び更新に係る税制措置を講ずるこ

と。 
 

【理由、背景】 

災害時には、医療機関や薬局の機能停止、道路事情の悪化、通信障害等により、医薬品提供

体制が大きく損なわれることがある。このような状況下において、災害対応医薬品供給車両（いわゆ

るモバイルファーマシー）は、医薬品、衛生材料、調剤機能、服薬支援機能等を被災地に機動的に

搬送し、地域住民に必要な医薬品提供を継続するための重要な基盤となる。 

これは単なる車両ではなく、災害時における臨時的な医薬品供給拠点としての機能を持つ危機管

理設備である。一方、災害時の備えのために配備されている性格上、その整備・維持には継続的な

負担を要する。 

したがって、危機管理投資及び事業継続力強化の考え方に沿って、地域医薬品提供体制整備の

一環として、保有・維持管理・更新を含めた継続的な税制上の支援措置を講ずることが必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）災害対応医薬品供給車両について、自動車重量税及び自動車税の軽減又は免除措置を

設けること。 

2）車検費用、修繕費、保険料、保管管理費、燃料費、訓練費等の維持管理費について、必要

経費算入又は損金算入の取扱いを明確化すること。 

3）一定年数を経過した車両の更新について、更新時の税負担軽減措置を設けること。 
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３．国民の健康を支える 

薬局の機能強化のための「薬局 DX 推進」への支援  

本要望は、医療 DX と効率化、中小企業の設備投資・賃上げ・人材確保、医療・介護支援、地

方の生活環境整備に資するものである。医療分野における効率化と人材確保の両立は、今後の

地域医療を支える重要課題である。 

 

① 【重点】薬局 DX・設備投資に係る税制措置の拡充（法人税・所得税） 
 

地域医療を担う中小薬局が、電子処方箋対応設備、オンライン服薬指導対応設備、在庫管理・

監査支援機器等への継続的な投資を行いやすいよう、中小企業経営強化税制その他の既存の

設備投資支援税制について、薬局の実態を踏まえた対象設備の追加、適用要件の見直し及び

手続の簡素化を行うこと。 
 

【理由、背景】 

薬局においては、電子処方箋、オンライン服薬指導、医療情報連携、在庫管理や監査の高度化 

 等への対応が不可欠となっており、これらは地域医療提供体制の維持と薬剤師の対人業務充実の

双方に資する重要な対応業務である。 

一方で、薬局の多くは中小・小規模事業者であり、物価高騰、人件費上昇、人手不足への対応 

を迫られる中で、高額な設備投資を単独で行うことは容易ではない。こうした投資は、本来、中小企

業の生産性向上投資として既存税制の対象となり得るものであり、対象設備や要件に薬局の実態を

反映し、薬局版として適用・拡充することが制度的にも実務的にも適正な対応である。 

 

【講ずべき措置】 

1）中小企業経営強化税制等の対象設備として、電子処方箋対応設備、オンライン服薬指導対

応設備、情報連携端末、セキュリティ設備、在庫管理・監査支援システム等を明確に位置付

けること。 

2）薬局が活用しやすいよう、売上高要件、投資利益率要件その他の適用要件を見直すこと。 

3）地域医療提供体制の維持及び薬局 DX の推進に資する設備について、特別償却又は税額

控除の対象として明確化すること。 

4）認定手続、申請書類等について、医療・薬局分野向けに簡素化及び明確化を行うこと。 
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② 【重点】セルフメディケーション税制の更なる拡充・利便性向上（所得税・個人住民税） 
 

令和 8 年度税制改正により拡充されたセルフメディケーション税制について、更なる制度の実効性

向上を図るため、対象範囲の拡充、適用下限額の見直し、申告手続の簡素化を行うとともに、医

療費控除と併用して活用できる制度へ見直すこと。 
 

【理由、背景】 

セルフメディケーション税制は、国民が自らの健康管理に主体的に取り組み、軽度の症状について

適切に OTC 医薬品等を活用することを促進する重要な制度である。令和 8 年度税制改正により制

度の拡充が図られたことは評価できるが、なお、年間 1 万 2 千円超という適用下限額や確定申告を

前提とする仕組みは、利用者にとって使いやすいとは言い難い。さらに、通常の医療費控除とは選択

適用とされているため、OTC 医薬品の購入と医療機関受診を併せて行う現実の受療行動に十分対

応できていない。 

セルフケアと受診は本来連続した健康行動であることから、制度の更なる拡充、申告の簡素化及び

医療費控除との併用を可能とする見直しが必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）令和 8 年度税制改正により、スイッチ OTC 医薬品の恒久化、非スイッチ OTC 医薬品の一部

延長、OTC 検査薬及び薬局製造販売医薬品の追加が行われたことを踏まえ、国民のセルフケ

ア推進に資する OTC 医薬品等について対象範囲を段階的に拡大すること。 

2）現行制度では、対象医薬品の購入額が年間 1 万 2 千円を超えた部分のみが控除対象とさ

れていることから、適用下限額を引き下げること。 

3）電子レシートやマイナポータル等を活用し、年末調整又は簡便な確定申告で利用できる仕組

みを整備すること。 

4）セルフメディケーション税制と通常の医療費控除を一定範囲で併用可能とし、少なくとも OTC

医薬品・OTC 検査薬等に係る控除部分と、医療機関受診に係る通常の医療費控除部分を

切り分けて活用できる制度とすること。 

 

※参考資料④をご参照ください 
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４．公益的活動、人材確保への支援  

本要望は、医療・介護支援、地方の生活環境整備、危機管理投資に資するものである。学校保

健、医薬品安全確保、地域夜間休日対応、災害・感染症協力などは、いずれも市場原理だけで

は維持しにくい公益的機能である。 

 

① 薬剤師会会営薬局における、 

保険調剤報酬に係る法人事業税軽減・非課税措置の創設（法人事業税） 
 

薬剤師会が運営する会営薬局の保険調剤報酬に係る法人事業税について、軽減措置又は非課

税措置を創設すること。 
 

【理由、背景】 

薬剤師会が運営する会営薬局は、一般の民間薬局とは異なり、地域における医薬品提供体制の

補完、へき地・離島対応、休日夜間対応、災害・感染症時の対応、薬学生実務実習、地域住民へ

の公衆衛生活動等、極めて公益性の高い役割を担っている。 

特に、採算性のみでは維持が困難な地域においても、地域医療を支える観点から薬局を設置・運

営している事例があり、その運営は営利事業ではなく、地域医療提供体制の維持に資する公益的事

業としての性格を有している。 

しかしながら、現行制度上、会営薬局においても法人事業税の負担が生じており、公益的事業とし

ての継続や機能強化の支障となる場合がある。地域住民に必要な医薬品提供体制を維持し、薬剤

師会の公益的活動を安定的に継続するためには、会営薬局の保険調剤報酬に係る法人事業税に

ついて、軽減措置又は非課税措置を設けることが必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）薬剤師会が開設・運営する会営薬局については、その保険調剤報酬に係る法人事業税の軽

減措置又は非課税措置を設けること。 

2）とりわけ、へき地・離島、夜間・休日対応、災害時対応、感染症対応、医薬品供給が脆弱な

地域において公益的役割を担う会営薬局については、重点的な優遇措置を設けること。 

3）軽減措置又は非課税措置の対象となる会営薬局の要件については、薬剤師会が地域医療

体制の維持、医薬品提供体制の補完、公衆衛生活動等を担っている実態を踏まえ、適切に

整理すること 
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② 医薬品検査に関する収入に対する優遇措置（法人事業税・特別償却） 
 

薬剤師会関係試験検査センターにおいて実施される医薬品検査に関する収入及び関連設備投

資について、税制上の優遇措置を講ずること。 
 

【理由、背景】 

医薬品の品質と安全性の確保は、国民の生命・健康を守る基盤である。薬剤師会関係試験検

査センターは、その公的機能を補完しており、営利性よりも公益性が高い。よって、税制面での適切な

評価が必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）薬剤師会関係試験検査センターの医薬品検査収入について、法人事業税の軽減措置を設

けること。 

2）分析機器、試験設備、品質管理システム等について、特別償却又は税額控除を認めること。 

3）公的要請に基づく検査業務に係る収入については、公益性を踏まえた別枠の配慮を行うこと。 

 

 

③ 学校薬剤師業務に対する税額控除等（所得税） 
 

学校薬剤師業務の公益性に鑑み、その収入に対する税額控除又は必要経費の特例措置を講ず

ること。 
 

【理由、背景】 

学校薬剤師は、学校環境衛生の確保、感染症対策、薬物乱用防止教育等を通じ、児童生徒・

教職員の健康と安全を守る重要な役割を担っている。公益的業務としての適切な評価が必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）学校薬剤師業務に係る報酬について、所得税の税額控除制度を創設すること。 

2）少なくとも、学校薬剤師業務に伴う交通費、検査資材費等について、必要経費の特例的控

除を認めること。 

3）離島・へき地等で学校薬剤師業務を担う場合には、追加的な支援措置を設けること。 

  



 

14 

 

④ インボイス制度に係る中小薬局の負担軽減（消費税） 
 

令和 8 年度税制改正により見直されたインボイス制度に係る中小薬局の負担軽減措置につい

て、地域の医薬品提供体制を維持する観点から、なお過度な事務負担及び税負担が生じないよ

う、必要な見直し及び追加的な軽減措置を講ずること。 
 

【理由、背景】 

地域の医薬品提供を担っている薬局の多くは中小規模の事業者であり、インボイス制度への対応

は、消費税の納税負担だけでなく、請求、会計、保存、システム改修、税務判断等の面で大きな事

務負担を伴う。 

令和 8 年度税制改正では、個人事業者については、従前の 2 割特例から 3 割特例へ見直され

た。また、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る控除経過措置についても、

80％控除から 7・5・3 割控除へと段階的に縮小されることとなった。さらに、控除限度額も大幅に引き

下げられている。 

こうした見直しは制度の平準化を図る趣旨である一方、地域の中小薬局にとっては実務・財務両

面での負担増につながる可能性がある。物価高、人件費上昇、医薬品仕入価格上昇等により経営

環境が厳しさを増している中で、地域薬局が安定的に医薬品提供機能を果たせるよう、医療・薬局

分野の特性を踏まえた追加的な軽減措置が必要である。 

 

【講ずべき措置】 

1）個人事業者に適用される 3 割特例について、適用期限後も、小規模薬局の実情を踏まえ、

継続又は恒久的措置を含めた見直しを行うこと。 

2）適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置について、7・5・3 割控

除の更なる縮小又は廃止の時期は慎重に検討すること。 

3）控除限度額の引下げにより医薬品仕入額の大きい薬局に影響が及ぶことから、医療・薬局分

野については別途の配慮措置を講ずること。 

4）会計・請求システム導入費、税務対応費用等について、税額控除又は特別償却を認めること。 
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⑤ 奨学金返済に対する税額控除制度の創設（所得税・個人住民税） 
 

貸与型奨学金の返済負担を軽減するため、年間返済額又は返済残高に応じた所得税・個人住

民税控除制度を創設すること。 
 

【理由、背景】 

薬学生は 6 年制教育により在学期間が長く、奨学金返済負担が大きい。卒業後も長期間にわた

り返済を続ける必要があり、その負担は結婚、出産、住宅取得等のライフイベントに影響し、地域での

就業継続や人材確保にも関わる問題となっている。 

近年、奨学金返済支援については、企業等による代理返還制度、自治体独自の支援制度、特

定地域や特定職種に対する返還支援策など、さまざまな政策が講じられている。しかし、これらは勤務

先、就業地域、雇用形態、対象職種等によって利用できる者が限られており、同様の返済負担を抱

えながら支援の対象から漏れる者も少なくない。 

薬剤師についても勤務先や就業形態は多様であり、既存施策では十分にカバーされない場合があ

る。このため、個別の給付制度等に加え、全国一律で公平に活用できる税制措置として整備すること

が必要であり、若手薬剤師等の負担軽減と地域医療の担い手確保に資するものと考える。 

 

【講ずべき措置】 

1）貸与型奨学金の年間返済額又は返済残高に応じて、所得税・住民税から控除できる制度を

創設すること。 

2）まずは医療人材確保の観点から、薬剤師を含む医療系資格職について、モデル的に先行導

入すること。 

3）地域偏在対策に資する勤務を行う場合には、控除率の上乗せを認めること。 

4）勤務先による代理返還制度、自治体独自支援制度、特定地域勤務支援制度等の既存施

策の対象とならない者についても公平に支援が及ぶよう、税制による全国共通の仕組みとするこ

と。 
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⑥ 薬学生実務実習費の非課税化等及び受入施設負担に対する税制措置（消費税） 
 

薬局・病院が大学から受け取る薬学生の実務実習費について、教育的性格を踏まえ、消費税の

非課税又は軽減税率の対象とすること。あわせて、薬局・病院が実務実習を実施することにより生

じる指導体制整備、教材準備、実習環境整備、安全管理その他の追加負担について、税制上の

配慮措置を講ずること。 
 

【理由、背景】 

薬学生の実務実習は、薬学教育における必須の教育課程であり、大学における座学と一体となっ

て実施される教育の一環である。薬局・病院における実務実習は、学生が薬剤師として必要な知識、

技能、態度を修得するために行われるものであり、薬局や病院が大学から独立した業務を請け負う業

務委託とは本質的に異なる。 

しかしながら、現行制度では、大学外施設で行われるという形式面から、受入施設に支払われる実

習費が課税対象として扱われている。これは、学校教育に伴う授業料、施設設備費、教科用図書の

譲渡等が社会政策的観点から非課税とされていることと比較しても、必ずしも整合的とはいえない。 

薬学部においては、医学部や歯学部のように附属病院・附属施設を必置としていないことから、薬

局・病院が大学教育を補完する形で実務実習を担っている。したがって、実務実習費についても、単

なる役務提供の対価ではなく、教育課程の遂行に必要な費用として位置付け、非課税又は少なくと

も軽減税率の対象とすることが適当である。 

また、受入施設においては、学生指導のための人的・時間的負担、実習環境整備、教材準備、

安全管理等の追加負担が生じている。将来の薬剤師養成基盤を安定的に維持するためにも、税制

面での適切な配慮が求められる。 

 

【講ずべき措置】 

1）薬学生の長期実務実習費について、大学教育の一環として行われる実習であり、本来業務

委託ではないことから、消費税非課税取引とすること。 

2）非課税化が困難な場合には、少なくとも軽減税率の対象とすること。 

3）実習受入施設が行う指導体制整備、教材準備、実習環境整備等に係る費用について、特

別償却又は税額控除を認めること。 

4）へき地・離島等で実務実習を受け入れる施設については、追加的な支援措置を設けること。 
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⑦ たばこ税等の引上げ及び目的税的運用（たばこ税・地方たばこ税） 
 

たばこ税・地方たばこ税の税率を段階的に引き上げるとともに、医療・健康増進分野に重点的に

活用する目的税的運用を進めること。 
 

【理由、背景】 

国民の健康増進の観点から、たばこの消費抑制は重要課題である。税収を医療・健康増進に活

用することで、国民の理解を得やすい制度運用とすることが望ましい。 

 

【講ずべき措置】 

1）たばこ税・地方たばこ税の税率を段階的に引き上げること。 

2）加熱式たばこについても、健康影響を踏まえた適切な課税水準の見直しを行うこと。 

3）増収分については、禁煙支援、生活習慣病予防、健康増進等に充てる目的税的運用を進め

ること。 

4）薬局・薬剤師が行う禁煙支援や健康増進活動への活用も検討すること。 
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参考資料①-1 

 

 

  

作成：日本薬剤師会 
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参考資料①-2 

 

＜最近の薬価改定率＞  

改定年月日 
改 定 率 

薬剤費ベース 医療費ベース 

Ｈ28.４.１ ▲5.57％ ▲1.22％ 

Ｈ30.４.１ ▲7.48％  ▲1.65％ 

Ｒ１.10.１ 

▲4.35％ 

このほか消費税対応分 

＋1.95％ 

▲0.93％ 

このほか消費税対応分 

＋0.42％  

Ｒ２.４.１ ▲4.38％ ▲0.99％ 

Ｒ３.４.１ 

平均乖離率の 0.625 倍（５％）を超える品目を改定対象 

調整幅２％、新型コロナウイルス感染症特例として一定幅 0.8％ 

薬剤費として▲4,300 億円 

Ｒ４.４.１ 
 ▲6.69％ 

（実勢価等改定分） 
▲1.35％ 

Ｒ６.４.１ 

▲4.67％ 

（うち、実勢価改定分： 

▲4.00％） 

▲0.97％ 

（うち、実勢価改定分： 

▲0.83％） 

Ｒ７.４.１ 
改定対象品目：9,320 品目／17,440 品目（53％） 

改定影響額：▲2,466 億円 

Ｒ８.４.１ ▲4.02％ ▲0.86％ 

 
  

作成：日本薬剤師会 
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参考資料①-3 
 

＜近年の主な再算定による薬価引き下げの一例（商品別）＞ 

市場拡大再算定(Ｒ４年４月１日） 

製品名 新薬価(円) 旧薬価(円) 改定率 

イーケプラ錠 250ｍｇ 92.3 124.3 ▲25.74% 

サムチレール内用懸濁液 15％ 1,471.1 1,759.6 ▲16.40% 

ノベルジン錠 25ｍｇ 230.4 274.4 ▲16.03% 

アレジオンＬＸ点眼液 0.1％ 541.5 676.3 ▲19.93% 

用法用量拡大再算定（Ｒ４年４月１日） 

ビンマックカプセル 61ｍｇ 36,021.6 155,464 ▲76.83% 

特例拡大再算定(Ｒ４年４月１日） 

キャブピリン配合錠 106.7 126.7 ▲15.79% 

タケキャブ錠 10ｍｇ 105.3 125 ▲15.76% 

市場拡大再算定(Ｒ５年６月 1日） 

タグリッソ錠 40mg 9,670 10,806.6 ▲10.51% 

市場拡大再算定(Ｒ５年８月１日） 

エンレスト錠 50mg 55.4 65.2 ▲15.03％ 

イブランスカプセル 25mg 5,076 5,679 ▲10.61% 

市場拡大再算定(Ｒ５年 11月１日） 

ヘムライブラ皮下注 30mg 294,927 325,524 ▲9.40% 

ゼジューラカプセル 100mg 9,316 10,370 ▲10.16% 

市場拡大再算定(Ｒ６年２月 1日） 

イミフィンジ点滴静注 120mg 76,355 101,807 ▲25.00% 

ポライビー点滴静注用 30mg 254,001 298,825 ▲15.00% 

市場拡大再算定(Ｒ６年４月 1日） 

リンヴォック錠 15mg 4,325.80 5,089.20 ▲15.0％ 

オルミエント錠 4mg 4,483.70 5,274.90 ▲15.0％ 

ベレキシブル錠 80mg 4,307.3 5,067.4 ▲15.0％ 

市場拡大再算定(Ｒ５年６月 1日） 

タグリッソ錠 40ｍｇ 9,670 10,806.6 ▲10.52% 

用法用量変化及び市場拡大再算定(Ｒ６年８月 1 日） 

ユルトミリスＨＩ点滴静注 300mg/3mL 659,985 699,570 ▲5.66% 

ソリリス点滴静注 300mg 615,752 650,826 ▲5.39% 

市場拡大再算定(Ｒ６年 11月 1日） 

デュピクセント皮下注 300mg シリンジ 53,493 61,523 ▲13.05% 

アドトラーザ皮下注 150mg シリンジ 24,182 29,295 ▲17.45% 

イブグリース皮下注 250mg シリンジ 50,782 61,520 ▲17.45% 

市場拡大再算定(Ｒ７年８月 1日） 

アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL 117,440 145,935 ▲19.5% 

ジャディアンス錠 10mg 166.00 188.90 ▲12.1% 

市場拡大再算定(Ｒ８年２月 1日） 

キイトルーダ点滴静注 100mg 199,462 214,498 ▲7.0% 

市場拡大再算定及び持続可能性特例価格調整(Ｒ８年８月 1日） 

アムヴトラ皮下注 25mg シリンジ 6,834,558 8,006,196 ▲14.6% 

マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス 1,443 1,924 ▲25.0% 

作成：日本薬剤師会 
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参考資料② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
作成：日本薬剤師会 

 

 

  

（ 案）  （ 案）  
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参考資料③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 衛生行政報告例 

 

作成：日本薬剤師会 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 無薬局町村数 
      

北 海 道   26 石   川 - 岡   山   3 

青   森   6 福   井   1 広   島 - 

岩   手 - 山   梨   3 山   口   1 

宮   城   2 長   野   13 徳   島   1 

秋   田   2 岐   阜   1 香   川 - 

山   形   1 静   岡 - 愛   媛 - 

福   島   12 愛   知   1 高   知   5 

茨   城   1 三   重   1 福   岡   1 

栃   木 - 滋   賀   1 佐   賀 - 

群   馬   4 京   都   2 長   崎 - 

埼   玉   1 大   阪   1 熊   本   5 

千   葉 - 兵   庫 - 大   分   1 

東   京   7 奈   良   12 宮   崎   2 

神 奈 川   1 和 歌 山   3 鹿 児 島   4 

新   潟   1 鳥   取   1 沖   縄   10 

富   山   1 島   根   2 全   国   140 
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参考資料④ 

 

令和８年度税制改正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

厚生労働省 令和８年度 税制改正の概要より 

 

 


